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河川空間のオープン化とは

河川空間のオープン化とは？

河川敷地の占用は、原則として公的
主体（地方公共団体等）に限られており、
営業活動を行うことはできません。

しかし「河川空間を積極的に活用した
い」という要望の高まりを受け、平成２３
年に河川敷地占用許可準則を改正し、
一定の要件を満たす場合には、特例と
して民間事業者等も営業活動を行うこ
とができるようになりました。

これを「河川空間のオープン化」とい
います。

【出典】河川空間のオープン化活用事例集（R4.8国土交通省水管理・国土保全局）
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【出典】第4回境川かわまちづくり懇談会資料（R4.7.20浦安市）



3

二子玉川駅周辺地区（多摩川）

長良川右岸プロムナードエリア（長良川）

伊豆ゲートウェイ函南（狩野川）

カヌー、SUPの利用状況

信濃川やすらぎ堤（信濃川）

イベント実施状況

【出典】河川空間のオープン化活用事例集（R4.8国土交通省水管理・国土保全局）

河川空間のオープン化による利活用事例
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河川空間のオープン化に向けて

河川空間のオープン化に向けて

• たまき水辺の楽校の利活用アイデアを実現させるためには、地域や民間事業者が主体となり
利活用を図っていくことが望ましいと考えます。

• たまき水辺の楽校において、営業活動を行う民間事業者等の利用が可能な「都市・地域再生
等利用区域」における制度適用を検討していきます。

●都市・地域再生等利用区域による管理推進体制イメージ

河川管理者（国）

占用主体
（玉城町）

利用者、活動主体
（地域、民間事業者等）

玉城町かわまちづくり
協議会

占用許可 許可申請

利用申請
実施報告

審査、使用許可

連携、協議

利用ルール等の調整
利用者の選定 利用料の

一部

河川空間の
維持管理へ
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都市・地域再生等利用区域指定に向けた手続きの進め方

玉城町かわまちづくり協議会

国土交通省

玉城町

①都市・地域再生等利用区域指定の報告書
提出

②玉城町長から
中部地方整備局長へ

要望書提出

③区域の指定
河川空間のオープン化

• 都市・地域再生等利用区域指定の手続きにおいて、かわまちづくり協議会から玉城町へ
報告書を提出する必要があります。

• 報告書には、これまでの取組みの実施報告や、今後の利用にあたっての利用申請を記載
する必要があります。

玉城町かわまちづくり協議会
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